


　10 月からの消費税・地方消費税率引き上げに伴い、低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩
和する目的で、25％もお得に買い物ができるプレミアム付商品券を販売しています。
　町では平成 31 年度の住民税（町県民税）非課税者と思われる方へ「プレミアム付商品券購入引換券
交付申請書」を郵送しています。通知が届いた方は申請してみませんか。

◆販売期間
　令和２年２月 28 日（金）まで（郵便局は２月 27 日（木）まで）
◆商品券販売所
　役場商工観光課　　開庁日の午前８時 30 分から午後５時
　郵便局（荒砥、鮎貝、蚕桑、浅立）　営業日の午前９時から午後５時
◆購入可能額
　お一人につき２５，０００円分まで
※商品券は５，０００円単位で購入が可能です。
　（２５，０００円分を２０，０００円又は５，０００円分を４，０００円
　で購入できます。）
◆使用期間
　令和２年２月 29 日（土）まで
◆申請期限
令和元年 12 月 13 日（金）まで（申請期限を延長しました）

【蚕桑地区】

【鮎貝地区】

【荒砥・十王地区】

【鷹山地区】

【東根地区】

◎子育て世帯（平成 28 年４月２日以降令和元年９月 30 日までに生まれた子が属する世帯主）の方について
　は申請不要です。
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